
（仮称）新潟市こども計画 施策の展開（案）

〈アクションプラン

 施策方針〉
大項目 中項目 小項目 No アクションプラン施策項目 No こども計画施策項目案

（１）こども・若者が権利の

主体であることの周知徹底
１―１ こどもの権利の保障

（２）多様な遊びや体験、活

躍できる機会づくり

遊びや体験活動の推進、生活習慣

の形成・定着

こどもまんなかまちづくり

こども・若者が活躍できる機会づ

くり

こども・若者の可能性を拡げてい

くためのジェンダーギャップの解

消

（３）こどもや若者への切れ

目のない保健・医療の提供

プレコンセプションケアを含む成

育医療等に関する研究や相談支援

等

１―４
子ども・若者の健全育成と自立

支援

（２－

７）

（子ども・若者の健全育成と自

立支援）

慢性疾病・難病を抱えるこども・

若者への支援
１―５

配慮が必要な子どもへ

の支援
１―３

配慮が必要な子どもへ

の支援

（４）こどもの貧困対策 １―４ こどもの貧困対策

（５）障害児支援・医療的ケ

ア児への支援
１―５

配慮が必要な子どもへ

の支援
１―３

配慮が必要な子どもへ

の支援

（６）児童虐待防止対策等と

社会的養護の推進及びヤング

ケアラーへの支援

児童虐待防止対策等の更なる強化 ３―３
児童虐待防止と要保護児童等対

策

社会的養護を必要とするこども・

若者に対する支援
３―４ 社会的養護体制の充実

ヤングケアラーへの支援

（７）こども・若者の自殺対

策、犯罪などからこども・若

者を守る取組

こども・若者の自殺対策

こどもが安全に安心してインター

ネットを利用できる環境整備

こども・若者の性犯罪・性暴力対

策

犯罪被害、事故、災害からこども

を守る環境整備

非行防止と自立支援

出会い・

結婚
（（３）青年期 ）

結婚を希望する方への支援、結婚

に伴う新生活への支援
２―１

結婚を希望する方への支援、結

婚に伴う新生活への支援

（１）こどもの誕生前から幼

児期まで

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期

までの切れ目ない保健・医療の確

保

２―１
妊娠・出産・育児のための切れ

目ない多様な支援と相談体制の

充実

２―２

妊娠・出産・育児のための切れ

目ない多様な支援と相談体制の

充実

こどもの誕生前から幼児期までの

こどもの成⾧の保障と遊びの充実
１―１

就学前の質の高い教育・保育の

充実と幼保小連携
２―３

就学前の質の高い教育・保育の

充実と幼保小連携

２―２
就学前の教育・保育基盤の整備

と多様な保育サービスの充実
２―４

就学前の教育・保育基盤の整備

と多様な保育サービスの充実

（２）学童期・思春期
こどもが安心して過ごし学ぶこと

のできる質の高い公教育の再生等
２―５

こどもが安心して過ごし学ぶこ

とのできる質の高い公教育の再

生等

居場所づくり １―２
安心してすごせる居場所づくり

と放課後対策の推進
２―６

安心してすごせる居場所づくり

と放課後対策の推進

小児医療体制、心身の健康等につ

いての情報提供やこころのケアの

充実

成年年齢を迎える前に必要となる

知識に関する情報提供や教育

いじめ防止

不登校のこどもへの支援

体罰や不適切な指導の防止

高校中退の予防、高校中退後の支

援

（３）青年期
高等教育の修学支援、高等教育の

充実
２―８

高等教育の修学支援、高等教育

の充実

就労支援、雇用と経済的基盤の安

定のための取組
２―９

就労支援、雇用と経済的基盤の

安定のための取組

悩みや不安を抱える若者やその家

族に対する相談体制の充実
２―10

悩みや不安を抱える若者やその

家族に対する相談体制の充実

（１）子育てや教育に関する

経済的負担の軽減
２―３ 経済的負担の軽減のための支援 ３―１

子育てや教育に関する経済的負

担の軽減

（２）地域子育て支援、家庭

教育支援
３―２

子育て支援の人材育成と活用、

家庭の子育て力向上のための支

援

３―２
子育て支援の人材育成と活用、

家庭の子育て力向上のための支

援
（３）共働き・共育ての推

進、男性の家事・子育てへの

主体的な参画促進・拡大

３―１
子育てと仕事の両立支援、企

業・地域・団体等との連携と機

運醸成

３―３
子育てと仕事の両立支援、企

業・地域・団体等との連携と機

運醸成

（４）ひとり親家庭への支援 ２―４ ひとり親家庭への自立支援 ３―４ ひとり親家庭への自立支援

施策方針１

子どものすこやかな

育ちを守り、支える

施策方針２

子育て家庭の暮らしと

安心を支える

施策方針３

すべての人々が子ども

と子育てに関わり、連

携して支える

２―７
子ども・若者の健全育成と自立

支援

１―６
こども・若者の自殺対策、犯罪

などからこども・若者を守る取

組

１―３
生きる力を育む多様な

体験や交流の場の充実

生きる力を育む多様な体験や交

流の場の充実
１―２

１―５
児童虐待防止対策等と社会的養

護の推進及びヤングケアラーへ

の支援

【こども計画施策項目（案）】

施策方針１

ライフステージを通して、一

人ひとりのこどもの「最善の

利益」を第一に考えます

施策方針３

子育てに関わる全ての人々を

支えます

【こども計画施策方針

（案）】

【作成の考え方】

●施策方針については、こども大綱の『こども施策に関する重要事項』における３つの大項目の区分に倣って作成しました。

●施策項目についても、こども大綱における重要事項に記載されている中項目、小項目の内容を網羅しつつ、アクションプランの施策項目で置き換えられるものは置き換えて作成しました。
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『こども施策に関する重要事項』 〈アクションプラン施策項目〉

青年期

学童期

妊娠・出

産・乳幼

児期

施策方針２

ライフステージに

応じてこども・若

者の状況に応じて

必要な支援を切れ

目なく行います

１―４
子ども・若者の健全育成と自立

支援

この網掛け部分が、こども計画となります。

資料１－２


